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社会福祉法第２条第３項に規定する無料低額宿泊事業

を行う施設の状況に関する調査の結果について 

 

 

 

 

 

 

【調査結果】 
 

 総入所者数 うち、生活保護受給者数 

社会福祉法第２条第３項に規定

する無料低額宿泊事業を行う施

設を利用する者の数 

１４，０８９人  １２，８９４人 

 

○ 社会福祉法第２条第３項に規定する無料低額宿泊事業を行う施設の数 

  ４３９施設 

 

 

平成 21年 7月 9日付課長通知（社援保発第 0709第 1号）により、各都道府

県、指定都市及び中核市に対し標記の調査を実施したところ、平成 21年 6月末

日時点で把握している社会福祉法第２条第３項に規定する無料低額宿泊事業を

行う施設を利用する者の人数及び施設等の数は以下のとおりです。 

平成２１年１０月２０日 

社会・援護局保護課 

(担当・内線) 

課長補佐 生沼（２８３１） 

保護係長 村岡（２８２６） 

 (電 話 代 表)  ０３(５２５３)１１１１ 

(Ｆ Ａ Ｘ)  ０３(３５９２)５９３４ 

 

 



 

 

 

○ 基本事項 

 

１ 無料低額宿泊所を利用している施設入所者の数１４,０８９人（うち生活保護受給

者の数１２,８９４人）  

  → 届出自治体別の入所者数としては、東京都が最も多く、次いで横浜市、埼玉

県、千葉県、千葉市、川崎市が多い状況。  

  → 届出自治体別の被保護者の入所者数としては、東京都が最も多く、次いで埼

玉県、横浜市、千葉県、千葉市が多い状況。  

  → 施設を利用している入所者は、上位５自治体で約７割を占める。  

  → 年齢については６５歳以上の入居者が約 3 割いるものの、40 歳未満は約 1

割であった。  

 

２ 施設数 ： ４３９施設  

  → 施設が多く所在する届出自治体としては、東京都が最も多く、次いで神奈川

県、横浜市が多い。東京都だけで約４割を占める。  

  → 運営法人種別の状況としては、ＮＰＯ法人が運営する施設が最も多く、全体の

約８割を占めている。  

 

 

○ 設備に関する事項 

 

３ 定員数  

  → 定員 30 人未満の施設が全体で 6 割を占め、１割が 10 人未満となっており、

比較的小規模のものが多い。  

 

４ 一人あたりの居住面積  

  → 入居者の約７割が個室に入居している。  

  → 2施設を除く全ての施設で３．３㎡以上の居住面積は確保されている。    

 

５ スプリンクラーが設置されている施設数  

  → スプリンクラーが設置されている施設は１割にも満たなかった。これは、消防

法施行令で義務づけられていないため。 

  

６ 談話室及び相談室が設置されている施設数  

  → 約９割の施設が設置している。 

  

 

 



 

 

 

７ 食事を提供する場合の食堂を設置している施設数  

  → 約９割の施設が設置している。 

 

８ 定員に見合った浴室、洗面所及びトイレを設置している施設数  

  → ２施設を除く施設で定員に見合った浴室等が設置している。 

 

 

○ 運営に関する事項 

 

９ 利用者の自立支援のために職員を設置している施設数  

 → ９割程度の施設が職員を配置している。 

 

１０ 介護保険サービス又は障害福祉サービスを利用している入所者  

  → 利用者の約３％が、介護保険サービス又は障害福祉サービスを利用してい

る。  

  → 介護保険サービス又は障害福祉サービスを利用している者の約６割が東京

都の施設に入所している。  

 

１１ 週３回以上の入浴を確保している施設数  

 → 5 施設を除き、全ての施設において、週３回以上確保されていることが確認され

た。  

 

１２ 入所者への保護費の支給方法  

 → 保護費の支給方法として、本人口座に支給される場合が約５割で、現金で支給

される場合が約５割であった。  

 

１３ 金銭管理をしている施設数  

 → 約３割の施設が金銭管理をしていた。そのうち、約３割の施設が契約無しに行

っていた。  

 → 金銭管理をしている施設の約２割の施設は、現金出納簿がないことが確認され

た。  

 

１４ 収支状況を公開している施設数  

  → 収支状況を公開していない施設が約１割あった。 

 

 

 

 

 



 

 

 

○ 費用に関する事項 

 

１５ 居室利用料が住宅扶助基準額の範囲内である施設数  

 → 2施設を除き、全ての施設が住宅扶助基準額の範囲内であった。 

 

１６ 食事、共益費等に見合った食事等を提供している施設数  

  → 約９割の施設で見合った食事等を提供しているとの報告であった。  

  → 生活保護費から施設に支払う利用料を除いた額が３万円未満となる施設は

約４割であった。 

 

１７ 居室利用料、食費、日用品費等の金額を入所者に対し明示している施設数  

 → 2施設を除き、全ての施設が明示しているとの報告であった。  

 

 

○ その他 

 

１８ 社会福祉法第７２条第１項、第２項、第１３１条等による行政処分を受けたことの

ある施設数  

  → 上記の行政処分を受けている施設は、平成 21年 6月末時点ではない。  

    （口頭による行政指導等は除く。）  


